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 既存の鉄塔の設計においては、今般の鉄塔の倒壊事故の要因となった「特殊箇所」に
ついて、その影響は考慮されていない。

 全国の電力会社の鉄塔について、今般の鉄塔の倒壊事故の要因となったものと同様の
「特殊箇所」の影響の有無について改めて確認し、仮に鉄塔の強度等に問題があれ
ば必要な補強工事などの対策が必要ではないか。

 したがって、「特殊箇所」の類型化・定義化の作業を速やかに行い、完了次第、経済産
業省から各電力会社に総点検の指示を出すこととしてはどうか。
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２-2．今般の鉄塔倒壊事故の要因となった特殊箇所について



（参考）局地風に対する対応について（鉄塔）
 電力会社では、台風の襲来頻度が多い地域では個別の基準風速を設定、若しくは地形的な条件
により風速が増加する特殊箇所においては、JEAC6001(JESC E0008)「架空送電規程」に基づ
き、局地風況シミュレーションや観測データを用いた解析による鉄塔の強風設計を実施。
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（山岳部の特殊箇所） （海岸部の特殊箇所） （岬・島嶼部の特殊箇所）

＜強風が局地的に強められる特殊箇所＞

電力 対応内容 基準風速への反映 ※平均風速

沖縄 台風の襲来頻度が多いことから、基準風速を個別設定。 全エリアで風速60m/s※

九州
JEC-127（1965）における再現期間50年の全年最大平均風速（ｍ/
ｓ）を参考にして、基準風速を個別設定。その後、1993年台風13
号での設備被害を受けて、基準風速を個別設定。（再設定）

大隅半島北部ならびに薩摩半島北部：風速45m/s※
大隅半島南部ならびに薩摩半島南部：風速50m/s※
北緯30°以南（奄美大島など） ：風速55m/s※

四国
JEC-127（1965）における再現期間50年の全年最大平均風速（ｍ/
ｓ）を参考にして、基準風速を個別設定。

室戸岬：50m/s※
足摺岬：45m/s※

＜台風頻発エリアにおける基準風速＞

（出所）電気事業連合会

（出所）電気事業連合会
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２-3．鉄塔の強度対策（建て替え、改修等）の概要

分類 工法 対象鉄塔 概要 工期 コスト 備考

建て替え ①建て替え 小～大
 設計風速の変更に対応が可能

 用地を確保することにより、既存の系統に影響なく長期施
工が可能

長 高
用地取得及び基礎工事に時間
を要する可能性あり

鉄塔の
補強

②主柱材の
部分取替

小～大
 裕度向上を目指した部位のみ交換が可能であり、効率的
 １～２日程度で１部分の取替えが可能

短～長 中
実績は少ないが、確実に裕度
向上が可能

③主柱材の
補強

小～大
 鋼管材、アングル材それぞれに対応
 溶接、ボルト削孔を必要としない
 通信鉄塔で実績あり

短～中 低

④腹材の
補強

小～大

 主柱材の曲がり易さを抑制。腐食等の取り換え実績が多く、
施工方法が確率している

 溶接、ボルト削孔を必要としない
 通信鉄塔で実績あり

短 低

⑤支線に
よる補強

小～中  支線を張ることにより、鉄塔にかかる荷重を分散 短 低
技術基準の解釈133条（解説）

において、やむを得ない場合に
6ヶ月以内の使用を認めている

基礎の
補強

⑥基礎部の
補強

小～中
 基礎部を補強し、鉄塔全体の変形を抑制する工法
 基礎部の劣化や部材のたわみ等の補強に効果的

短～中 低～中

地盤の
補強

⑦地盤改良 小～大
 地盤を改良し、鉄塔の経年的な変形を抑制する工法
 地滑りが生じた箇所、地盤が軟弱化した箇所に適用

短～中 低～中

 総点検の結果、鉄塔の補強等が必要となった場合、鉄塔の建て替えは長期間の送電
停止に伴う供給信頼度の低下、費用や用地の確保等が課題となるため、短期間で低コ
ストな補強等の工法も検討することが必要。

※ 主柱材 ：鉄塔を構成する４本の主要な柱
※ 腹材 ：主柱材間を結ぶ斜めの柱
※ アングル材：２辺の長さが同じ山形の鋼材。主柱材に用いられる。 （出所）経済産業省調べ
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4-1．電柱の損壊等の原因調査について
 台風15号により折損・倒壊等した電柱1,996本の被害原因について、東京電力PGから
「全て２次被害と推定される」との報告について、改めて事務局で内容を精査。

 第3回WGまでに、折損・倒壊等の原因を特定できなかった20本の電柱の被害原因につ
いて追加調査を実施。
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＜折損・倒壊等した電柱1,996本の被害原因＞
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5-1．電柱の技術基準の見直しについて

30

 中間整理では、「電柱の技術基準の見直しについては、損壊原因の更なる究明、鉄塔
に関する技術基準の見直しの方向性等も踏まえ、結論を得る」こととされていたところ。

 台風15号による電柱の損壊等事故が広範囲にわたったこと、また鉄塔に関する技術
基準の見直しの方向性（地域風速の適用など）、台風が頻繁に襲来する地域の電
力会社の取組等にかんがみ、電柱の技術基準についても、以下の対応により、今後の
台風等による被害を低減することが可能ではないか。

①鉄塔と同様に、鉄柱にも地域別の基準風速（地域風速）を適用
②電柱の中で損壊率が高い木柱の安全率をコンクリート柱並に引き上げ（1.3～

1.5⇒2.0へ）
③損壊等原因を更に調査した結果、連鎖倒壊が約200本（全体の約1割）発生してい
たことが判明したため、民間の配電規程で定められている「電柱の連鎖倒壊防止」対策
を技術基準で規定





５-3．電柱の技術基準の見直しについて（①鉄柱、②木柱）
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 鉄塔への地域風速の適用を踏まえ、鉄柱についても、地域風速の適用を検討すべきで
はないか。ただし、鉄柱への地域風速の適用に当たっては、各構造物の特徴（計測高
さ等）を踏まえた風速の設定方法や風圧荷重の計算方法等に留意が必要。

 台風15号で倒壊した電柱の種類と倒壊の割合を分析すると、コンクリート柱及び鉄柱
は全体の約0.03％程度であったのに対し、木柱は全体の約0.3％と10倍の差。

 それぞれの電柱の技術基準上の「安全率」は、コンクリート柱は2.0、鉄柱は1.5、木柱
は1.3～1.5、であることから、木柱の「安全率」をコンクリート柱並の2.0に引き上げ、
損壊事故防止に向けた底上げを図るべきではないか。

＜各電柱の損壊状況＞

安全率

コンクリート柱 2.0
1,929

(0.033%)
96.6% 5,824,380 98.0% 20,968,409 96.6%

鉄柱    1.5 ※ 32
(0.029%)

1.6% 109,701 1.8% 616,507 2.8%

木柱 1.3～1.5
35

(0.305%)
1.8% 11,475 0.2% 120,892 0.6%

計
1,996

(0.034%)
100.0% 5,945,556 100.0% 21,705,808 100.0%

 ※一部で2.0で設計されている製品もある。

倒壊電柱(本)
（東電管内割合）

東電管内の電柱(本) 全国の電柱(本)



33

（参考）諸外国における電柱の設計風速について
 諸外国では、電柱については地域別の基準風圧を適用。また、諸外国では木柱も多く
存在するが、その安全率はコンクリート柱や鉄柱より高く設定している事例が多い。

対象国 規格NO/発行 タイトル 基準風圧の設定方法 荷重係数 安全率※

米国 IEEE/2009/米国
土木学会（連邦
法で引用）
※基準風速は
2005年に制定

National Electrical 
Safety Code

気温/着氷を考慮し、6つの
地域の基準風圧を適用
標準：Light、
基準風圧：430Pa
※気温が0度を超える地域

を想定

Grade B：高速道路へのアクセス
水平風圧：2.5
送電線：1.65

鉄柱、プレストレスト・コンクリート：1.0
木柱、鉄筋コンクリート：1.53

GradeC：交差点付近
水平風圧：2.2
送電線：1.3 鉄柱、プレストレスト・コンクリート：1.0

木柱、鉄筋コンクリート：1.17
GradeC：その他

水平風圧：1.75
送電線：1.3

ハリケーンが想定される基
準風速が高いメキシコ湾～
フロリダ州～東海岸沿い
Extremeクラス、基準風圧を
適用し、風圧に換算（パラ
メータあり）

Grade B：
水平風圧：1.0
送電線：1.0 鉄柱、プレストレスト・コンクリート：1.0

木柱、鉄筋コンクリート：1.33
Grade C:

水平風圧：0.87
送電線：1.0

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ AS 4676/2000/
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ標準

Structural design 
requirements for 
utility services poles

地域別の基準風圧を適用
標準：A、
基準風圧：1,500Pa

周辺構造物係数：0.56～1.25
地形係数：1.0～2.0
抵抗係数：0.6～1.9（円柱は1.2）
※電柱高さ等によって異なる

標準：1.0

台湾 電業法 電業供電線路裝置
規則

地域別の基準風圧を適用
標準
鉄柱：240kgf/m2(2,352Pa)
木柱、プレストレスト・コンク
リート：80kgf/m2(784Pa)

標準：1.0 鉄柱：1.33または1.65
プレストレスト・コンクリート：

1.33または2.0
木柱：1.33または2.0
※支持物の等級によって異なる

フィリピン NSCP-
2001/2001フィリ
ピンの構造エン
ジニア協会

National Structure 
Code Of The 
Philippines

地域別の基準風圧を適用
※最大風圧：東海岸で風速

70m/s相当
※最小風速：西海岸で風速

35m/s相当

周辺構造物係数：0.32～1.89
抵抗係数：0.5～2.0（円柱は1.2）
※電柱高さ等によって異なる

標準：1.0

※諸外国では、最大瞬間風速から風圧を算定し、安全率約1.0で設計を行うことが一般的である（基準風速が10分平均で求められている場合においても、最大瞬間風速に換算後、風圧に換算）が、
電技では、最大瞬間風速に対する安全性については、安全率を1.5で包含する設計思想である。一方、風速から風圧の換算は、風速の２乗に比例することから、安全率1.5は、風圧換算の場合は安
全率√1.5=約1.22相当となる。



5-4．電柱の技術基準の見直しについて（③連鎖倒壊防止）
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 台風15号による電柱の倒壊等事故でも、倒木や飛来物の影響により倒壊した電柱が、
他の電柱を引っ張ることで連鎖的に倒壊する現象が約200本（全体の約10％）確
認（2018年の台風21号及び24号でも連鎖倒壊が発生）。

 電力会社では、連鎖倒壊を防止するため、民間の配電規程に基づき、支線の設置を
個別に行っているが、今回の電柱の損壊現場では設置されていない箇所もあった。

 現行の技術基準では、鉄塔（特別高圧架空電線路）においては、連鎖倒壊防止に
関する規定があるところ、電柱についても同様に技術基準に連鎖倒壊防止の規定が
必要ではないか。

＜支線事例（沖縄電力）＞＜連鎖倒壊の様子＞
【支持物の倒壊の防止】
第32条 架空電線路又は架空電車線路の支持物の材

料及び構造（支線を施設する場合は、当該支線に
係るものを含む。）は、その支持物が支持する電線
等による引張荷重、風速四十メートル毎秒の風圧
荷重及び当該設置場所において通常想定される気
象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を
考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなけ
ればならない。ただし、人家が多く連なっている場所
に施設する架空電線路にあっては、その施設場所を
考慮して施設する場合は、風速四十メートル毎秒の
風圧荷重の二分の一の風圧荷重を考慮して施設
することができる。

２ 特別高圧架空電線路の支持物は、構造上安全な
ものとすること等により連鎖的に倒壊のおそれがない
ように施設しなければならない。

＜電気設備の技術基準（抄）＞

（出所）国土交通省ホームページ



（参考）連鎖倒壊防止対策（支線の設置）や基準風速の個別設定（電柱）
 電力会社では、民間の配電規程に基づく支持物（電柱）の連鎖倒壊防止のための支
線の設置、過去の台風被害を踏まえ個別に設計風速を設定しているところ。
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電力 対応内容 備考

全国

「配電規程（JEAC7001-2017）第２章 第210節 2.支線の取付

が望ましい支持物」に基づき、連続倒壊防止として支線を設
置。※２

電柱の連鎖倒壊を防止するため、設備施設環境や支線
施設可否を考慮し直線部が連続する線路は十数径間毎
に電線路方向両縦支線を極力取付し、数径間毎に線路
直角方向にその両側に振留支線（支柱）を極力取付けて
いる。

九州

1985年の台風13号被害を踏まえ、JEC-127（1965）における再
現期間50年の全年最大平均風速（m/ｓ）を参考にして、基本
風速を見直し。
その後、1991年の台風１９号による甚大な被害等を踏まえ、
一部地域の基準風速を個別設定。

・九州南部離島、鹿児島南部一部地域：風速50m/s※１

・九州の西海岸、山岳部一部地域：風速45m/s※１

中国
1991年の台風19号による甚大な被害を踏まえ、一部地域の

基準風速を個別設定。

・地形的特徴により強風が吹きやすい以下の一部地域
：風速45m/s※１

a．湾，入江等で両側に高い山や島のある地域
b．山の尾根付近
c．海から風が吹き上げる場所

沖縄
2003年の台風14号による一部離島における連続倒壊被害を
踏まえ、JEC-127（1965）における再現期間50年の全年最大
平均風速（m/ｓ）を参考にして、基本風速を個別設定。

・宮古島列島の一部地域：風速50m/s※１

※１ 平均風速
※２ 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線路については、電気設備の技術基準解釈第92条で規定されている内容だが、低圧及び高圧の架空電線路では規定されておら

ず、配電規程に基づき自主的に実施しているもの。

（出所）電気事業連合会


